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【機能強化加算】
当院では「かかりつけ医」機能を有する病院として、以下の取り組みをもって機能強化加算を算定しています。

・服薬管理のため他の医療機関の受診状況や処方内容を確認させていただくことがあります。

・健康診断の結果に関する相談、健康管理に係る相談に応じます。

・必要に応じ、専門の医師・医療機関にご紹介いたします。

・保健・福祉サービスに関する相談に応じます。

・緊急時の対応方法等に係る情報提供を行っています。

【医療情報取得加算】
当院はオンライン資格確認を行う体制を有し、マイナ保険証による診療情報等を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療

機関（医療情報取得加算算定医療機関）です。

【医療DX推進体制整備加算】
当院では、医療DXの推進に取り組み、より質の高い医療を提供するための体制を整えています。

・オンライン資格確認を導入し、患者様の診療情報を正確に取得・活用しています。

・オンライン請求を行っています。

・電子処方箋の発行に向けた準備を進めています。

・電子カルテ情報共有サービスを活用し、診療の効率化を図っています。

・マイナンバーカードの健康保険証利用を推進し、スムーズな受付を実現しています。

【明細書発行体制加算】
当院では、医療の透明性を高め患者様への情報提供を充実させるため、領収書発行時に診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しておりま

す。また公費負担医療の受給者で自己負担のない方にも無料で発行しております。

【一般名処方加算】
当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しています。後発医薬品のある医薬品について、特定

の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。


